
シルバーリハビリ体操教室情報　いつまでも自分らしく生活するためのリハビリ体操教室です
■所町民会館■時毎週木曜13：30～14：30※９月２日㈭休み　■所熊野東防災交流センター■時毎週木曜日10：00～11：00
■所くまの・みらい交流館Ａ■時毎週金曜日13：30～14：30※８月13日㈮、９月10日㈮休み　くまの・みらい交流館Ｂ■時毎週火曜日13：30～14：30
■所西部地域健康センターＣ■時毎週月曜日13：30～14：30※８月16日㈪休み

 保険・年金・福祉

療育手帳の更新手続きについて国民健康保険の保険証が新しく変わります

国民年金保険料
「免除・猶予申請」のご案内

献血のご協力
ありがとうございました

身体・知的障害者相談員に
ご相談ください

不審な電話にご注意ください

長寿祝い金を支給します

　西部こども家庭センターによる療育手帳の更新
手続きを行います。

■時８月31日㈫10：00、11：00、13：00、14：00
■所熊野町役場
■対療育手帳に次回判定日が記載されている人
■定４人
■持療育手帳、写真（縦４㎝×横３㎝）１枚、印鑑
■申 ８月17日㈫までに社会福祉課に電話で申し込み
をしてください。（定員になり次第締切）

■問社会福祉課☎820－５６３５

　国民健康保険の保険証を県内統一様式にするため、
８月１日㈰から新しく変わります。
　「兼高齢受給者証」も同様の変更になります。

▷変更箇所（右図参照）
　①印刷の単色化により、県章を削除し、
　　各市町村の公印の陰影が黒印字となります
　②オンライン資格確認の導入（マイナンバー
　　カードの健康保険証利用）により、被保険者
　　番号が個人単位化されることに伴い、２桁の
　　「枝番」が追加されます

■問税務住民課保険年金グループ
　☎820－５６０４　 855－０１５５

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入
源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより
所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置
による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続
きが令和２年度に引き続き令和３年度についても
延長されます。
　申請方法などについては、税務住民課または広
島南年金事務所にお問い合せください。
■問税務住民課保険年金グループ
　☎820－５６０４　 855－０１５５
　広島南年金事務所
　☎253－７７１０　 505－５１２２

　６月24日㈭にくまの・みらい交流館で実施した
献血では、61人にご協力いただきました。ありが
とうございました。
　ここでは、５回以上、５回刻みの献血回数に到
達した人を紹介しています。

（熊野町公衆衛生推進協議会（生活環境課））

　障害者相談員は、身体障害者や知的障害者のい
ろいろな相談に応じ、社会生活に必要な援助を
行っています。秘密は厳守します。お気軽にご相
談ください。
▷身体障害者相談員
　中冨　ヒロ子（石神）☎854－１０４９
　佛圓　フミ枝（初神）☎854－３１８４
　住川　昌満（城之堀）☎854－７２０５
▷知的障害者相談員
　馬塲　真二（平谷）☎855－２１５０
　※障害者活動センターあゆみ内
■問社会福祉課☎820－５６３５

　役場職員を騙る者から、「介護保険料の支払い
ができていない」と不審な電話がかかってきたと
いう事案が発生しています。
　職員が、ATMの操作による納付のお願いをす
ることはありません。
　疑わしい電話があった際は、お近くの警察署に
通報、または熊野町消費生活相談窓口に相談くだ
さい。

■問高齢者支援課☎820－５６０５
　海田警察署☎820－０１１０
　熊野町消費生活相談窓口（生活環境課内）
　☎820－５６３６

保険・年金・福祉

介護保険制度ってどうなってるの？
～地域包括ケアシステム推進に向けて～（９）

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなどによる介護保険料の減免について」
　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第１号被保
険者（65歳以上の人）は、申請により、令和３年度分の介護保険料の減免を受けることができます。

■対次のアまたはイのいずれかに該当する介護保険第１号被保険者
　ア　  新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

第１号被保険者
　イ　  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動

産収入、山林収入、給与収入）の減少が見込まれ、次の（１）と（２）のいずれにも該当する第１
号被保険者

　　　（１）  世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償などにより補填
されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること

　　　（２）  世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る
所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

▷申請期間‥令和４年３月31日㈭まで
　　　　　　※ 令和２年度分の保険料についても、申請期間を令和３年３月31日㈬までとしていました

が、期間を延長し、引き続き受付を行っております。

詳しくは、熊野町ホームページまたは高齢者支援課に問い合わせください。
■問高齢者支援課☎820－５６０５

回　数 地　区 氏　名

５回
川角 相澤　隆行

萩原 中原　泰浩

　令和３年８月１日現在において町内に在住し、
かつ令和４年３月31日までに80歳または100歳に
なられる人を対象にお祝い金を給付します。
■対80歳、100歳（令和４年３月31日現在）
▷支給方法
　口座振込みで支給します。
対象者には、８月上旬頃に請求用紙を送付しま
すので、用紙に口座番号などをご記入の上、返
信用封筒で返送してください。
■問高齢者支援課
　☎820－５６０５

県章を削除

個人ごとに２桁の枝番が追加

市町の公印の印影を黒色に変更

【お詫びと訂正】
　広報くまの７月号掲載「介護保険制度ってどうなってるの？～地域包括ケアシステム推進に向けて～
（８）」の毎月の負担上限額（高額介護サービス費）の表に誤りがありました。深くお詫び申し上げます
とともに、次のとおり訂正させていただきます。
〈訂正後〉

新設
課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 140,100円（世帯）
課税所得380万円（年収約770万円）
～課税所得690万円（年収約1,160万円）未満 93,000円（世帯）
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